
地域活力創出事業委託業務 

企画提案募集要項 

 

１．業務概要 

（１）目的 

愛知県の人口は、2019 年の約 755 万４千人をピークに４年連続で減少する厳しい状 

況となっており、人口問題は県全体に関わる重要な課題となっている。 

2023 年 10 月に策定した「愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略 2023-2027（愛知 

県人口問題対策プラン）」では、人口減少にできる限り歯止めをかけるとともに、人口減

少下でも県内各地域が活力を維持し、すべての人が活躍でき、安心・快適に暮らせる社

会の構築を目指していくこととしている。 

そこで、本総合戦略の更なる推進にあたり、市町村等が行う自主的・主体的な取組 

を支援することで、人口が減少している県内市町村の活力の創出・維持を図る。 

（２）委託業務の内容 

   別添１ 地域活力創出事業委託業務仕様書のとおり 

（３）委託金限度額 

   7,472,000 円（消費税及び地方消費税込み） 

（４）契約保証金 

   愛知県財務規則第 129 条の２により、契約金額の 100 分の 10 以上の金額とする。 

   ただし、愛知県財務規則第 129 条の３第３号に該当する場合は、全額又は一部を免除

する。 

（５）契約期間 

   契約締結日から令和７年３月 31 日（月）まで 

（６）委託費の支払い 

   精算払 

 

２．応募資格 

  次の（１）から（５）までのいずれの要件も満たす者とする。 

（１）物品の製造等に係る令和６ ・７年度愛知県入札参加資格者名簿の以下の分類に登録さ

れていること。 

  ・大分類「３．役務の提供等」中分類「03.映画等製作・広告・催事」 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年度政令第 16 号）第 167 条の４の規程に該当しないもの

であること。 

（３）愛知県から、製造の請負、物件の買い入れなどその他契約に係る指名停止措置を企画

提案書の提出期限において受けていないこと。 

（４）「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成 24 年６月 29 日

付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）」に基づく排除措置を受けていないこと。 

（５）国税及び地方税を滞納していないこと。 

 

 

 

 



３．共同体による応募 

  複数の法人その他団体等で構成される共同体でも応募可能であるが、その場合はいずれ

かの構成員を代表者とし、応募資格要件は以下のとおりとする。 

   ・代表者は 「２．応募資格」の （１）から（５）までのいずれの要件も満たしているこ

と。 

  ・代表者以外の構成員は「２．応募資格」（２）から（５）までのいずれの要件も満た

していることとするが、（１）については、いずれかの構成員が当該の分類に登録さ

れていれば可とする。 

 

４．応募方法 

  応募を希望する場合は、別添２「地域活力創出事業委託業務 企画提案書作成要領」に

より必要書類を作成すること。 

（１）提出書類 

  ア 地域活力創出事業委託業務応募書（様式１） 

  イ 企画提案書（様式任意） 

  ウ 経費見積書（様式任意） 

  エ 業務実施体制（様式２）  

  オ 添付資料 

    ・応募者の概要が分かる資料（法人のパンフレット等） 

カ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（様式３）（提出任意） 

（２）提出部数 

   上記ア、カは１部、上記イからオは 10 部 

（３）提出期限 

   令和６年５月 20 日（月）午後５時（必着） 

（４）提出先 

   〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号（愛知県庁本庁舎地下１階北東） 

   愛知県政策企画局企画調整部地方創生課 支援グループ 

   T E L：052-954-7528 

   E-mail：digiden@pref.aichi.lg.jp 

（５）提出方法 

   持参又は郵送（配達証明に限る。）により提出すること。 

（６）企画提案書の作成上の注意 

ア 提出された企画提案書は返却しない。 

イ 企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めない。 

ウ 次項に該当するときは無効となる場合がある。 

   ・提出期限後に提出されたもの 

・虚偽の内容が記載されているもの 

   ・本募集要領に適合しないもの 

  エ 提出書類の作成及び提出に必要な経費については、各応募者の負担とする。 

  オ 提出された企画提案書については、愛知県情報公開条例に基づき、開示すること 

   がある。 

  カ 採択した企画提案の内容について、その一部の変更をお願いすることがある。 
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５．説明会の開催 

  応募を希望する者を対象に、下記の説明会を開催する。 

（１）開催日時 

  令和６年５月９日（木）10 時から 11 時まで 

（２）開催場所 

  名古屋市中区三の丸三丁目１番２号  

愛知県庁本庁舎地下１階 第６会議室 

（３）参加申込方法 

   以下の事項を記載した電子メールを令和６年５月８日（水）正午までに提出すること。 

件 名： 「地域活力創出事業委託 説明会への参加」 

    本 文： 「１．貴社（団体）名」、「２．参加者氏名」、 

「３．連絡先（電話番号・メールアドレス）」 

    提出先：愛知県政策企画局企画調整部地方創生課 支援グループ 

E-mail：digiden@pref.aichi.lg.jp 

 

６．選定方法 

（１）選定手順 

   期限までに提出された企画提案書について、県が形式審査を行った後、県が別に開催

する選定委員会において審査を行い、最も優れた応募者を受託候補者として選定する。 

   ただし、６者以上からの企画提案があった場合は、選定委員会による審査に先立ち、

１次審査を行い、上位５者を選定委員会での審査対象とする。 

   １次審査は選定委員会と同様の基準にて審査する。また、必要に応じて追加資料の提

出を求めることがある。 

   １次審査及び選定委員会は非公開とし、審査の経過等に関する問合せ及び異議申し立

てには応じない。 

（２）選定基準 

   以下の項目などについて、実施方法や実施体制、類似事業の実績等から提案内容を評

価し、総合的な審査を行う。 

   ・事業の趣旨を十分に理解しているか。 

   ・組織体制・役割分担は適切か。 

    ・提案された内容や手法、スケジュール等、事業の内容が具体的かつ、実現可能なも

のとなっているか。 

   ・業務の遂行に必要なスキル、ノウハウ、専門的知見、経験があるか。 

   ・見積経費の項目及び見積金額が適切か。 

（３）選定結果の通知 

   選定結果については、全ての応募者に対して書面で通知する。 
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７．応募に関する質問及び回答 

  本業務の企画提案に関する質問については、以下のとおり受け付ける。 

（１）受付締切 

   令和６年５月 10 日（金）正午まで 

（２）提出方法 

   電子メールにより別添３ 「企画提案に関する質問」を提出することとし、件名は 「地

域活力創出事業委託業務に関する質問」とすること。 

（３）提出先 

愛知県政策企画局企画調整部地方創生課 支援グループ（担当：若林） 

E-mail：digiden@pref.aichi.lg.jp 

（４）回答 

質問に対する回答は、令和６年５月 13 日（月）までに、地方創生課の Web サイトに 

掲載する。 

 

８．契約 

業務仕様及び委託金限度額の範囲内で協議した上で、紙の契約書又は電子契約サービス

を使用して契約内容を記録した電磁的記録（電子契約書）により、随意契約を締結する。

協議が不調に終わった場合は、次点の者と協議する。  

 

９．スケジュール（予定）   

令和６年４月 26 日（金）  企画提案募集開始 

５月９日 （木）   事業者説明会 

５月 10 日（金）   企画提案に関する質問締切 

５月 13 日（月）   企画提案に関する質問への回答 

５月 20 日（月）   企画提案書類提出締切 

５月 22 日（水）  選定委員会による審査、委託事業者の決定 

５月下旬      契約締結 

 

10．その他 

次の各号に該当した場合、企画提案者は失格となる場合がある。 

  （１）提出書類に明らかな不備があった場合、虚偽の内容が含まれていた場合。 

   （２）県職員又は当該企画競争関係者に対して当該企画競争に関わる不正な接触の事実

が認められた場合。 

 

11．お問合せ先 

  愛知県政策企画局企画調整部地方創生課支援グループ（担当：若林） 

  T E L：052-954-7528 

  E-mail：digiden@pref.aichi.lg.jp 
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